
「確約手続に関する対応方針」の策定及び「企業結合審査の手続に関する 

対応方針」の一部改定について 

 

平成３０年９月２６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

第１ 「確約手続に関する対応方針」の策定等 

１ 「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップ

に関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法

律」（平成２８年法律第１０８号）により，独占禁止法の違反の疑いについ

て公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決するための手

続（以下「確約手続」という。）が導入された。 

 

２ これを受け，公正取引委員会では，確約手続に係る法運用の透明性及び事

業者の予見可能性を確保する観点から，平成３０年７月１１日，「確約手続

に関する対応方針」（案）及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の

一部改定（案）を公表し，同年８月１０日を期限として，関係各方面から広

く意見を求めたところである。 

 

３ 今回の意見募集では，２０件の意見が提出された。公正取引委員会は，提

出された意見を慎重に検討した結果，「確約手続に関する対応方針」（案）に

ついては，一部変更した上で，別紙１のとおり，「確約手続に関する対応方

針」を策定し，公表することとした（「確約手続に関する対応方針」（案）か

らの変更点は別紙２のとおり。）。また，「企業結合審査の手続に関する対応

方針」の一部改定（案）については，原案を維持し，別紙３のとおり，「企

業結合審査の手続に関する対応方針」を一部改定し，公表することとした。 

 

 

「確約手続に関する対応方針」に関する問い合わせ先 

公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室 

電話 ０３－３５８１－３３８６（直通） 

「企業結合審査の手続に関する対応方針」に関する問い合わせ先 

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

説明会に関する問い合わせ先 

公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引局総務課企画室  

電話 ０３－３５８１－５４７７（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙

４のとおりである。 

  なお，提出された意見は，公正取引委員会事務総局官房参事官・経済取引

局総務課企画室において閲覧に供する。 

   

４ 「確約手続に関する対応方針」及び改定後の「企業結合審査の手続に関す

る対応方針」は，環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パート

ナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備

に関する法律の施行日（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先

進的な協定の発効日）から適用する。 

 

第２ 確約手続に関する説明会の実施 

公正取引委員会では，今後，確約手続について広く周知するため，説明会

を開催することとした。開催日時，開催場所，申込方法等は別紙５のとおり

である。 

 

 


